
集荷円滑化対策実施要綱

第１ 趣旨

豊作により生ずる過剰米については、自己責任の考え方に沿って処理することを

基本とし、需要に応じた売れる米づくりの促進を図るとともに、主食用米の価格の

低下による農業経営への影響を防ぐ必要がある。このため、無利子短期融資の仕組

みを活用して、出来秋時における農業者による過剰米の区分出荷を促すとともに、

農業者団体等による主体的な販売環境整備の取組を行いつつ、融資の返済が米の引

渡しでなされた場合は、その米を国内主食用米等の需給に影響を与えることなく処

理する集荷円滑化対策を以下の定めるところにより実施するものとする。

第２ 対策の実施主体

本対策の実施主体は、第３の１及び２の事業については、米穀安定供給確保支援

機構（主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法律第１１３号。以

下「法」という ）第８条第１項に規定する米穀安定供給確保支援機構をいう。以。

下「機構」という 、第３の３の事業については、米穀の生産出荷を事業とし、法。）

第５条第１項による認定を受けた生産調整方針（以下「認定方針」という ）を作。

成した者を構成員とする全国団体（以下「全国出荷団体」という ）とする。。

第３ 対策の内容

１ 過剰米短期融資事業

機構は 認定方針に従って米穀の生産を行い 本対策に加入する生産者 以下 対、 、 （ 「

策加入者」という ）からの生産者拠出金と国からの無利子貸付等により資金（以。

下「過剰米対策資金」という ）を造成し、対策加入者に対して、豊作による過剰。

米を主食用等他の米穀と区分し、在庫として保有する措置（以下「区分保管」とい

う ）の実施のために必要な資金に充てるための無利子資金の貸付を行う。。

２ 過剰米短期融資円滑化事業

機構は、認定方針を作成した者（以下「認定方針作成者」という ）が、対策加。

入者から集荷した又は対策加入者として自らが生産した豊作による過剰米を区分保

、 、管し 国内主食用米等の需給に影響を与えることなく処理することを支援するため

助成金を交付するとともに、貸し付けた無利子資金の償還が米穀で行われた場合、

当該米穀を国内主食用米等の需給に影響を与えることなく処理する。

３ 集荷奨励事業

全国出荷団体は、その構成員であり、かつ認定方針作成者である出荷団体（以下

「産地出荷団体」という ）が、１の事業により豊作による過剰米を自らの認定方。

針に参加する対策加入者から主食用等他の米穀と区分して集荷する取組を支援する

ため、助成金の交付を行うこととする。



第４ 対策の実施

１ 加入契約等

（１）本対策に加入しようとする米穀の生産者は、認定方針作成者として、機構と加

入契約を行うか（以下「直接加入」という ）又は自らが参加する認定方針の作。

成者と対策への加入の委託契約を締結し、当該認定方針作成者が機構と加入契約

を行う（以下「団体加入」という ）ものとし、生産者はいずれかの方法を選択。

するものとする。

（２）団体加入の場合、本対策に加入しようとする米穀の生産者は、農林水産省総合

食料局長（以下「総合食料局長」という ）が別に定めるところにより、一つの。

認定方針作成者と加入委託契約（以下「生産者加入契約」という ）を締結し、。

本対策に係る貸付申請等の手続を委託するものとする。

（３）直接加入の認定方針作成者又は（２）により生産者加入契約を締結した認定方

針作成者は 総合食料局長が別に定めるところにより 機構と加入契約 以下 対、 、 （ 「

策加入契約」という ）を締結するものとする。。

２ 生産者拠出金

（１）機構は、毎年、対策加入者から、総合食料局長が別に定めるところにより算出

された生産者拠出金を納付させるものとする。

（２）機構と対策加入契約を締結した認定方針作成者（以下「契約方針作成者」とい

う ）は、団体加入の場合、生産者加入契約を締結した米穀の生産者（以下「契。

約生産者」という ）から、生産者拠出金を納付させ、契約生産者に係る生産者。

拠出金を取りまとめの上、機構に対して納付するものとする。

（３）契約方針作成者は、認定方針において定めるところにより、機構に対して、生

産者拠出金を納付するものとする。

３ 豊作による過剰米数量の算出等

（１）契約方針作成者は、次に掲げる条件をすべて満たす場合、豊作による過剰米数

量を算出する。団体加入の場合、契約方針作成者は契約生産者毎に豊作による過

剰米数量を算出し、契約生産者に対して通知するものとする。

① 農林水産統計資料の１０月１５日現在における全国の作況指数が１０１以上

であること

② 農林水産統計資料の１０月１５日現在における作況指数において、対策加入

者の住所を有する都道府県及び地域の作況指数がともに１０１以上であること

（２）豊作による過剰米数量は、対策加入者毎に、総合食料局長が別に定めるところ

により算出するものとする。

４ 過剰米短期融資事業

（１）本事業の対象となる米穀（以下「貸付対象米穀」という ）は、次に掲げる要。

件をすべて満たす米穀とする。



ア ３の（２）の豊作による過剰米数量のうち、区分保管しているものであるこ

と

イ ２の（１）の生産者拠出金の納付を行うとともに、当該年度における生産調

整実施者（米の数量調整実施要綱（平成１６年４月１日付け１５総食第８２５

号農林水産事務次官依命通知）第６の３の（１）に定めるところにより、市町

村長の確認を受けた者をいう ）の生産したものであること。

ウ 当該米穀の生産者が使用及び収益を目的とする権利を有する水田において作

付けを行ったものであること

エ 農産物検査法（昭和２６年法律第１４４号）第３条に規定する品位等検査を

受けているもの（ただし、共同乾燥調製施設等において貯蔵されているもみに

ついては、総合食料局長が別に定めるところにより、契約方針作成者による自

主確認を受けているもの ）のうち総合食料局長が別に定めるもの。。

オ 米の数量調整実施要綱第６の２の（４）に定める加工用米及び米の数量調整

実施要綱第６の２の（５）に定める需要開発米に該当しないもの。

（２ （１）の要件を満たす米穀について、無利子資金の貸付を受けようとする契約）

方針作成者は、総合食料局長が別に定めるところにより、機構に対して、貸付申

請を行うものとする。

（３）機構は、契約方針作成者から無利子資金の貸付申請があった場合、総合食料局

長が別に定めるところにより、過剰米対策資金から契約方針作成者に対して、当

該申請のあった貸付対象米穀の数量に応じて無利子資金を貸し付けるものとす

る。

（４）契約方針作成者は、機構から貸し付けられた無利子資金（以下「貸付金」とい

う ）を総合食料局長が別に定めるところにより、機構に対し、償還するものと。

する。

（５）契約方針作成者から機構への償還は、金銭によるもののほか、総合食料局長が

別に定めるところにより、貸付対象米穀の引渡しによること（以下「現物弁済」

という ）もできるものとする。。

５ 過剰米短期融資円滑化事業

（１）本事業の対象となる米穀は、４の過剰米短期融資事業の貸付対象米穀のうち、

総合食料局長が別に定めるところにより、国内主食用米等の需給に影響を与える

ことなく処理された米穀とする。

（２）本事業の助成金の交付を受けようとする契約方針作成者は、過剰米短期融資事

業に係る貸付金を期日までに償還し、総合食料局長が別に定めるところにより、

機構に対して、助成金の交付を申請するものとする。

（３）機構は、契約方針作成者から助成金の交付申請を受けた場合、総合食料局長が

別に定めるところにより、助成金を交付するものとする。



（４）機構は、契約方針作成者からの貸付の償還が現物弁済により行われた場合、総

合食料局長が別に定めるところにより、当該米穀を国内主食用米等の需給に影響

を与えることなく処理し、貸付金の回収を図ることとする。機構は、第６の２の

（１）に定める国の助成から（３）により契約方針作成者に交付された額を差し

引いた額を活用し、この事業の円滑な実施を図ることとする。

（５）契約方針作成者は、この事業の実績について、総合食料局長が別に定めるとこ

ろにより、機構に報告するものとする。機構は、この報告を取りまとめ、総合食

料局長に報告するものとする。

６ 集荷奨励事業

（１）本事業の対象となる米穀は、契約方針作成者である産地出荷団体（以下「契約

出荷団体」という ）が区分保管した貸付対象米穀のうち、総合食料局長が別に。

定めるところにより、国内主食用米等の需給に影響を与えることなく処理された

米穀とする。

（２）本事業の助成金の交付を受けようとする契約出荷団体は、過剰米短期融資事業

に係る貸付金を期日までに償還し、総合食料局長が別に定めるところにより、全

国出荷団体に対して、助成金の交付を申請するものとする。

（３）全国出荷団体は、契約出荷団体から助成金の交付申請を受けた場合、総合食料

局長が別に定めるところにより、助成金を交付するものとする。

（４）契約出荷団体は、この事業の実績について、総合食料局長が別に定めるところ

により、全国出荷団体に報告するものとする。全国出荷団体は、この報告を取り

まとめ、総合食料局長に報告するものとする。

第５ 過剰米対策資金の管理

１ 資金の造成

（１）機構は、次に掲げる資金をもって過剰米対策資金（第５において「資金」とい

う ）を造成する。。

ア 第４の２により生産者が拠出する生産者拠出金

イ 第６の１により国が貸し付ける政府貸付金

ウ その他の収入

（ ） 、（ ） 。２ 機構は １ のア及びイに係る資金収支を明確にしておかなければならない

２ 資金の管理

（１）機構は、資金を次に掲げる方法により管理するものとする。

ア 銀行、農林中央金庫への預金

イ 郵便貯金

ウ 国債、地方債、政府保証債又は銀行若しくは農林中央金庫が発行する債券そ

の他総合食料局長が指定する有価証券の取得

エ 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託（運用方法を特定するものを

除く ）。



オ ウにより取得した有価証券の信託業務を営む銀行又は信託会社への信託

（２ （１）の管理により生じる果実の取扱いについては、総合食料局長が別に定め）

るものとする。

（ ） 、 、 。３ 機構は 資金に余剰を生じた場合には これを翌年以降に繰り越すものとする

３ 区分経理

機構は、本対策に係る経理については、他の事業に係る経理と区分して、特別の

勘定を設けて行わなければならない。

第６ 国の助成等

１ 無利子資金の貸付け

（ ） 、 、 、 、１ 国は 法第１７条第１項の規定に基づき 予算の範囲内において 機構に対し

総合食料局長が別に定めるところにより、第３の１の事業に要する資金の一部を

無利子で貸し付ける（以下「政府貸付金」という ）ものとする。。

（２）機構は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令（平成７年政令第

９８号）第５条に定めるもののほか、総合食料局長が別に定めるところにより、

政府貸付金を償還するものとする。

２ 国の助成

（ ） 、 、 、 、１ 第３の２の事業に要する経費について 国は 毎年度 予算の範囲内において

機構に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

（ ） 、 、 、 、２ 第３の３の事業に要する経費について 国は 毎年度 予算の範囲内において

全国出荷団体に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

第７ 対策の実施期間

本対策のうち第３の２及び第３の３の事業については、その実施期間を平成１６

年産から平成１８年産までの３ヵ年産の米穀に係る期間とする。


